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フライヤー社会学における現実科学的なもの
　　　　一へ一ゲルからマルクスヘ，そしてヴェーバーへ一

柚　木　寛　幸

1．はじめに

　H．フライヤーは，ヴァイマル末期の1930年に出した『現実科学としての

社会学』（F・・y・・ユ930＝1944）などで，社会学的認識と社会実践との不可分な

関係性（社会学者個々人が社会変革への意欲を持ち続けなければならないこと）

を説いた・ことで知られるドイツの社会学者である川。だが他方で彼は，1931年

の『右翼からの革命』（F・・y・r1931b）において，＜現実科学としての社会学〉

という構想の社会実践論化（政治実践論化）をはかる形で，ヴァイマルー・ドイ

ツの社会危機の克服にむけての民族革命の必要性を説いたことでも知られ引

　しかしその後まもなくドイツで政権掌握に成就するのが，ナチズム運動であっ

た。そしてこの運動の台頭を許した歴史的背景の一つには，次のことがあった

のはいうまでもない。つまり，第一次大戦の敗北とヴェルサイユ体制の強要，

さらには大戦直後のみならず世界恐慌後にも再燃することになる社会状況の不

安定化の中，ヴァイマル期のドイツ社会においては現行の社会体制への不満と

表裏一体の形で民族主義的風潮が渦巻いたことである。そこで第二次大戦後に

は，．フライヤー社会学（民族革命論）とナチズム運動との関係は，とかく問題

視されることになる。その結果，ヴァイマル末期のフライヤーの＜現実科学と

しての社会学〉という構想に眼が向けられることもほとんどなくなる。

　しかしここで忘れられてはならないのは，極度の社会危機に陥ったヴァイマ

ル・ドイツでは，社会科学的認識と社会的現実（社会実践）との関係が次のよ

うな形でとかく問題となっていたことである。つまり，一方ではなるほど，時

流の政治的イデオロギーや雰囲気にのみこまれることのけっしてない冷静（客

観的）な科学認識の必要性が高まった。だが他方では，実際に深刻化しゆく危

機状況を前にして，社会科学がその現実と距離をおき，ただ静観するのみであっ
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ではならないのではないかという焦燥感も広まった。

　そしてフライヤーの〈現実科学としての社会学＞が登場してきたのもまさに，

ヴァイマル・ドイツの社会科学が抱え込まざるをえなかった上述のジレンマ的

状況にあってのことである。そのためフライヤーが社会学の現実科学性を説く

時，そこでは人間の決断（意志）という契機の重要性が説かれることになる。

フライヤー一はい㌔社会学の対象たる社会的現実とは，「一回起的で非可逆的

な〔歴史的〕運動の場であり，アクチュアルな歴史的決断の場である」（Ff・y・t

19301ユ1＝i944114）。あるいは彼は，次のようにも語る。「社会的に何かを意

欲するもののみが，社会学的に何かを見る」（F。。y．fユ930：305＝1944：366）。

そして筆者が考えるに，こうしたフライヤー社会学における現実科学的なもの

とは，次のように言い表すことができるのではないだろうか。つまり，既成の

社会システム（ないしイデオロギー）に対する批判的姿勢をたえず堅持しつつ，

社会変革を志向し続けることである。フライヤーはいう。社会的現実の現在と

未来を橋渡しすることができるのは，「現在に内在する変革意志」に支えられ

た「人間の自由な実践」以外にありえない倒（F。。y。。1930＝307＝1944＝368；！931。＝

148＿149二1952＝211）。

　そこで本稿では，フライヤーの考える現実科学的なものの内実を探るために，

彼が，G．W．F、へ一ゲル弁証法哲学，K．マルクス社会理論，そしてM．

ヴェーバー社会学のいかなるところに現実科学的なものを見出し，一それらを継

承しようとしたのかを順次，考察してみることにしたい。そして本稿での考察

をとおして筆者は，現実科学という概念をもってしてフライヤーが描き出そう

としたのが次のことにあることを明らかにしてみたい。すなわち，自らの理想

社会の実現にむけて社会変革への意欲をたえず抱き続けることのできるような

人間の存在である。

2．現実科学的なものの誕生をめぐって一へ一ゲルからマルクスヘー

　へ一ゲルは，『精神現象学』の序文で，「真理は全体である。だが全体とは自

らの展開を通じて，自らを完成する実在のことにほかならない」（H・g・1（1807）

1928＝1997＝34）とした。このへ一ゲル弁証法的な総体性概念は，真なる現実

（Wi舳。hk．it）をあらわすものとして㌧ブライヤーの現実科学としての社会学
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の哲学的（世界観的）基盤をなしてもい㍍フライヤーによると，「現実とは，

いかなる時においてもあらゆるものを自らの中に包摂するような全体として考

えられる」（Ffeyet1935：49）。だがその際，フライヤーが同時に重要視したの

は，「大切なのは，真理を実体としてだけではなく，主観〔体〕としても理解

し，表現するということである」（Hege1（1807）1928＝1997：32）というへ一ゲ

ルの主張である。フライヤーは，次のように語る。

　我（d。。I．h）が一つの我ら（・in　Wi・）の中に入る時，その我は，たんな

る部分になるのではなく，自らの中に同時に全体を包摂する。……人が我ら

という時，したがって，なんらかの特殊的な同調意志を持って他者と関係す

る時，その人はたしかに，自らの我を我らの中にそそぎこむ1だがその際，

そ一の人は，自らの我を失うのではなく，あるいは，ただたんに自らの我を肢

体として組み入れるだけでもなく，あくまで我らの持続的な源泉，我らの唯

一の実存根拠となるのである。（F士eye士1930：ユ73－174＝1944：210）

　こうしてフライヤーが，自らの社会学的議論（および民族革命論）を展開す

るにあたって，その根本的基盤にすえることになるのは，へ一ゲル弁証法的な

同一性哲学である。つまり，社会学とはそもそも，その主体（認識主体たる社

会学者）と客体（認識対象たる社会的現実）が同一的なものであり，したがっ

て社会学においては「一つの生きた現実が自己自身を認識する」（F。。y。正1930＝

83＝王944：100）とされる。あるいは，フライヤーが社会学者の認識態度を説い

た際，エトス科学という概念をもって認識者個人の主観的（倫理的）な価値判

断と社会学の客観的（科学的）な事実認識との接合の必要性が訴えられる（柚

木2003。）。はたまた，右翼からの革命の主体としての民族（その政治的意志）

が現代の産業社会の危機（人間の疎外状況）を克服しうるためには，民族が

「へ一ゲルでいうところの主体としての実体」（F・・y・・ユ933・：38）のような存

在とならなければならないと考えられることにもなる（柚木2003b）。

　こうしてフライヤーは，へ一ゲル弁証法哲学を，「ドイツ社会学の哲学的起

源」（F正eyer1931a：64＝1952：88）と見なすことになる。そしてこのことは，

『歴史と階級意識』（Luk・cs1923＝1991）でのG．ルカーチや『理性と革命』

（M．tcuse（194ユ）！954＝1961）でのH．マルクーゼら同時代の西欧マルクス主義
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者たちがそうであったように，フライヤーもまた，へ一ゲル哲学の弁証法的パー

スペクティブ（そしてそのダイナミズム）に，既存の社会状況の変革にむけて

の一つの視座を求めていたことを意味してもいる旧コ。というのも，フライヤー

が，へ一ゲル弁証法哲学の主体的実体性を引き合いに出しつつ，『現実科学と

しての社会学』を「真なる意欲が真なる認識を基礎づける」（Ff．y．r1930：

307＝1944：369）というテーゼとともにしめくくった時，そこには，『理性と革

命』でのマルクーゼの次のへ一ゲル解釈と同様め意味がこめられていただろう

からである。へ一ゲルの「弁証法的な方法の推進力」は，常識的な「事実の破

壊」によってのみ真理は確立されうるという「批判的確信」にあるω（M。正。u。。

（1941）1954＝1961：29）．そしてここに，本稿でこれから見ていく，マルクス社

会理論とヴェーバー社会学の中にフライヤーが見出すことになる現実科学的な

ものの原点があったともいえよう。

　とはいえ，同時代の西欧マルクス主義者たちと同様，フライヤーもまた，へ一

ゲル哲学のはらむ観念論性（非歴史性，非社会実践性）に対しては，とかく問

題視することになる。フライヤーによると，世界史を「自由の意識における進

歩」と見なすへ一ゲルの歴史哲学からすれば結局，「歴史の中には無時間的意

味がある」だけであり，「へ一ゲルの壮大な歴史像は，歴史が完結したという

信念に完全にもとづいている」（F・・y・・1931・：67－68＝1952192－94）．フライヤー

は，こうした観念論性に，「へ一ゲル弁証法の限界（大いなる限界）」（F。。y。。

1930：124＝19441152）を指摘する。そしてこのへ一ゲル観念論哲学をもって

しては，「先鋭化した階級闘争という緊張をはらむ19世紀の階級社会」（F。。y。。

1931・：66＝1952190）の実情をそもそも理解しえようはずもなかったとする。

そこでフライヤーが眼を向けることになるのは，へ一ゲル哲学の観念論性を

「弁証法的に克服した」（Fr・y・・1930192＝1944：11ユ）ものとしてのマルクス社

会理論である。

　ところで，フライヤーが1930年に『現実科学としての社会学』を世に問う

た際，一人の社会学者として彼が強く抱いていた焦燥感とは，社会学的認識の

ロゴス科学化ということに対してである。フライヤーのいう，社会学的認識の

ロゴス科学化とは，社会学的認識（その対象）が人問存在やその意志（実存性）

から切り離されてしまうとともに，非歴史的なものとされるということであり，

また社会学の認識態度の非社会実践化（価値中立化），・換言するなら，社会的
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現実に対する変革への意欲の喪失ということである。フライヤーはこの言葉を，

形式社会学に代表された当時のドイツ社会学の実証主義化（もしくは旧来の観

念論的傾向）をおもに指すものとして使用している（柚木2003包＝143－144，15

5－156）。

　同時代のドイツ社会学のロゴス科学化をめぐるこの危機意識の下，『現実科

学としての社会学』などでフライヤーは，ドイツ社会学の成立期がいっであっ

たのか，その再検証を試みてい乱その際，彼が，ドイツ社会学の現実科学と

しての真の出発点として指摘するのは，へ一ゲル哲学の弁証法的パースペクティ

ブを継承しつつも，その観念論性を「革命的」（F士。y。。1930：19＝1944：25）に

実在論化しえたというマルクス社会理論であった。なぜならフライヤーが考え

るに，次のことをはじめてまったく理解するにいたったのは，マルクスにほか

ならなかったからである。つまり，高度資本主義と階級闘争を伴った「否定的，

危機的，革命的」（Ff．y。工1930：ユ65＝1944：200）な近代市民社会が出現するこ

とによってはじめて・このr人類史上，まったく新たな事実」（P・・y・・1930：

8＝1944：11）を対象とする（またその危機の克服に寄与すべき）科学として，

社会学は，誕生しなければならなくなったし，また誕生することができたとい

うことである。だからフライヤーは，マルクス社会理論を，ヴァイマル期のド

イツ社会学が今一度，立ち戻らなければならない現実科学としての本来の姿だ

と考えることにもなる。

　だがその際，一っ注意すべきことがある。それは，フライヤーがマルクスに

よるへ一ゲル観念論哲学の実在論化（唯物論化）について語る時，当時のマル

クス主義一般（社会民主主義など）とのニュアンスのズレがあったことである。

そのことは，フライヤーの次の見解に如実に見て取れる。

　〔マルクスの〕唯物論という概念は，その当初の本来の意味にしたがえば

概して，経済史観とはなんの関係もない。その概念が第一義的に意味すると

ころは，精神の形態界から社会的現実へと帰還するということ，観念弁証法

が実在弁証法に変化するということ，そして社会学をっうじての〔へ一ゲル〕

法哲学批判ということにある。（P。。y。。1930：99＝1944＝120）

つまりフライヤーは，経済的過程が土台（下部構造）となって，そのほかの



58 一橋研究　第3ユ巻1号

文化的・社会的諸過程（上部構造）を規定するというようなマルクス主義的な

経済史観（経済的決定論，またそれに起因した社会進化論）に対しては疑問を

投げかける。そこでフライヤーが，現実科学としての社会学の創始者としてマ

ルクスの功績を称える際には，マルクスによるへ一ゲル弁証法哲学の政治的な

実践論化にもっぱら重点がおかれることになる。

　へ一ゲル哲学から〔マルクスの〕実在弁証法への移行は，理論と実践との

関係が変化したことを意味している・・・・…マルクスによると，理論と実践と

はまったく密接な関係を持ってい乱彼の体系のすべての概念は，根本にお

いて実践的に起草されてい乱理論は，行動のための手段である・……マル

クスは，社会的現実全体を，それを変革することができるかどうかという見

地から，したがって政治的実践の見地からとらえるのである。（Freyef193ユ・1

79＝ユ952＝109）

　フライヤーによると，「弁証法的に構成された現在に刻印された状況におい

て一社会学的理論が政治的実践に急変する」ということ，このことこそが，マ

ルクスの「へ一ゲル法哲学批判序論の根本思想である」（F・・y・士1930：

103＝1944：125）．つまりフライヤーは，歴史的・社会的発展の実在的な原動力

として，ただ経済的契機にとどまることなく，さらには政治的契機，すなわち

社会変革にむけての政治的意志があくまで重視されていたという点に，’マルク

スの功績を強調す．る耐。そしてこのことは，同時代の西欧マルクス主義者たち

とともにフライヤーもまた，マルクス社会理論の中でも次のものを重視してい

たことを物語っているといえよう。すなわち，「資本主義をとおして問題になっ

ているのは，単なる経済的事実や対象ばかりでなく，人問の全『実存』であり，

r人間的現実』である」（M。。u。。1932＝1968：ユ9）という問題意識の下，「革命

理論とへ一ゲル哲学との内的結ひっき」（M．rcuseユ932＝1968：89）がより垣間

見られた初期のマルクス社会理論であ瓦そこに顕著にあらわれていた，近代

資本主義下での人間疎外（ルカーチでいうところの物象化）の問題を主体的

（自己意識的）な社会実践（社会革命）によって克服しようという若きマルク

スの社会変革への意欲に，フライヤーは現実科学的なものの存在を見て取った

のである冊。
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　カール・マルクスは，次のよう根本思想を語っていた。つまり，国民経済

学のすべての概念（商品，資本，市場など）は，事物間の関係ではなく，人

問間の関係を表しているという思想であり，現実の実在論的理解は，物象化

（V・・出ngH・hung）のヴェールを突き破って・文化の本当の主体へと・たがい

に社会関係を持っ人問へといたらなければならないという思想である。あら

ゆる社会学は，このような人間学的転換をおこなわなければならない。

（F・・y・・193王・：20＝ユ952：22－23）

　そして，マルクス社会理論の中に見出すことのできるこの現実科学的なもの

を現代（ヴァイマル末期）に受け継ぎつつ，そのさらなる社会学的発展を目論

んだ際，ブライヤーが注目することになるのは，ヴェーバー社会学である。

3．現実科学的なものの再生にむけて一マルクスからヴェーバーへ一

　ここではまず，1933年の『支配と計画』でフライヤーが，ヴェーバー社会

学の支配概念について考察している場面から見ておこう。『支配と計画」は，

『右翼からの革命』と同様，フライヤー社会学の社会実践論化（政治実践論化）

が試みられた書といえる。この書でフライヤーは，社会建設における支配と計

画の関係について，まずは以下のように論じている。

　マルクス主義（あるいはサン・シモン主義）などの社会進化論的な「ユート

ピア主義者たち」によっては，r「歴史の計画』があらゆる障害にもかかわらず」，

「抵抗を受けることなく遂行されていく」（Freyer1933b：15）という風に考え

られがちであ乱しかし，「計画の背後には，一つの具体的な歴史的状況にお

ける人間的諸主体が」，そうした「一つの政治的力が」存在していなければな

らない（Ff・y・t1933b：ユ9）・「支配とは，一つの意志を呼び覚ますものである」・

それと同時に，その意志を歴史的に実在するものとするためには，「実行

（Leisωng）」がっねにともなわなければならない（Ffeyer1933b：32）。

　つまりフライヤーは，社会建設のための計画が遂行されるにあたっては，そ

の計画をたえず統御し，実行しようとする人問の政治的意志が不可欠となり，

そのためにも支配という政治的契機が必要となることを説く。そしてその際に

彼が注目を促すのが，ヴェーバー社会学の支配概念である。
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フライヤーによると，ヴェーバーは正当にも，支配（政治的支配）を次のよう

なものとして理解していた。つまり，．「支配は，社会的現実にとってもっとも

重要な歴史的構造要素であり，人間のあらゆる社会生活は，支配によって成立

し，それによってはじめて一つの行動目的へと向かうことになる」（Ff．y．r

1933b：24）。ゆえに社会学がr社会的現実に実在論的〔現実科学的〕にかかわっ

ていく」ためには，ヴェーバーのそうした支配概念にあらためて眼を向けなけ

ればならないと，フライヤニはいう（Fteyetユ933b：26）。

　つまり，ここでフライヤーが着目しているのは，同時代のマルクス主義（社

会民主主義）の社会進化論的な経済史観に対抗するような形で，ヴェーバー社

会学では，歴史的・社会的過程における支配（権力）という政治的契機が重要

視されていた点である岬＝。w．J．モムゼン流の解釈にしたがうなら，ヴェーバー

の場合，このことは，近代資本主義社会における合理化（脱魔術化）と平行し

た形で進行しゆく官僚制化を前にして，いわゆる＜鉄の濫＞を打ち彼らんがた

めの一つの方策であった。そしてそれは，不可避的なる運命とさえ思われる官

僚制化と人間の疎外化の中で，その運命に逆らってさえも，ヴェーバーが，合

理化のもう一つの産物，すなわち人間の自由（個人の自律性と自発性）をなん

とか守ろうとしたからにほかならない嘔〕。そこで，第1次大戦後にヴェーバー

が（少なくとも一人の個人として）実際に期待することになるのは，「その人

格により発する光あるために党官僚や国家官僚を使いこなすことのできる『人

民投票的』大衆指導者のカリスマ・」（Momm・・nユ974＝1977：ユ4），つまりはカ

リスマ的（かつ合法的旧］）支配概念を論拠とした人民投票的指導者民主制（大

統領制）であった。

　ところでヴェーバーは，1918年におこなった講演「社会主義」や同年の論

文r新秩序ドイツの議会と政府」などで，近代資本主義下で進行した官僚制化

（もしくは階級社会化）は，たとえ社会主義体制におきかわったとしても，ま

すます進行してゆくだろうこと・を予測した（W・befユ9ユ8＝1982；1924＝1967）。

このことに関連してモムゼンは，次のように指摘する。ヴェーバーは，労使関

係の領域においても，「闘争の原理を肯定した」。つまり，ヴェーバーにとって

「労働者階級の同権化は，慈悲的・擁護的な国家社会政策の結果としてあるべ

きものではなく，労働者層自体の力と創意によって実現されるべきであった」。

したがって「『福祉国家』の理想をマックス・ヴェーバーは，われわれの知る
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かぎり，すこしも共有しなかった」（Mommsen1974＝！977＝199）。

　ここでひるがえって，ヴァイマル末期の『右翼からの革命』でのフライヤー

の．議論を見てみよう。その書で彼は，産業社会（近代資本主義社会）における

経済的なもの（経済的価値）の支配状況とそれをっうじての人間の疎外状況ゆ

えに，人類が「比類なき危機」（F・・y・・1931b：19）に陥っていることを警告し

れたがフライヤーは，この危機の克服をマルクス主義型のプロレタリア革命

（左翼からの革命）に期待しようとはしなかった。というのも，同時代のマル

クス主義的社会運動に彼が，次のような問題点を見て取ったからであ孔フラ

イヤーが考えるに，ブルジョア的博愛性に起因した社会政策（上からの経済的

救済）が実行されるようになったり，あるいは，既存の産業社会体制をまずは

是認した上でその体制内での自らの経済的利権の向上を目指し，労使協調を進

めるような労働組合が成長したりすることで，プロレタりア階級はもはや，産

業社会体制に取り込まれつつある（柚木2003b＝116－118，125）。

　ようは，官僚制化を前にしたヴェーバーがそうであったように，フライヤー

もまた，当時の社会国家化（福祉国家化）が，プロレタリアートの階級意識を

衰退させ，ついには彼らの政治的自発性を喪失させかねないものとして，した

がって産業社会（経済的なものの支配状況と人問の疎外状況）をかえって強化

させかねないものとしてとらえていたといえよ㌔こうしてフライヤーが，プ

ロレタリア階級にかわって産業社会の危機を克服すべき革命（右翼からの革命）

の主体として，あらたに期待することになるのは，民族（Vo1k）である。だが

その際，フライヤーが注意するのは，その民族が，産業社会（あるいは，階級

としてのプロレタリアート）が依拠する経済的（かっゲゼルシャフト的）原理

に弁証法的に対抗しうるような存在，すなわち，自らの政治的（かっゲマイン

シャフト的）意志に支えられた存在，つまりは政治的民族とならなければなら

ないということである舶コ。そしてこのことは，プロレタリア階級に代わる新た

な革命力を，換言するなら産業社会に対する弁証法的否定力を，階級の垣根を

越えるような形で抑圧感が広く覆っていたヴァイマル期のドイツ民族の中にフ

ライヤーが見出そうとしたことを意味していたともいえよう口皿（柚木2003b：1

18－127）oフライヤーはいう。

右翼からの革命は，あらゆる局面において，ゲゼルシャフト的な利害に対
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して断固たる態度をとる。それは，人問を取り戻す。それは，人間を解放す

る。それも抽象的・法律的にではなく，具体的・政治的にである。それは，

人間を自由にするような意志において，すなわち民族という歴史的前線にお

いて・入間を奪い返すのであ乱（Fteyef1931b：7！）

　つまり，ヴェーバーにとっての人民投票的指導者民主制がそうであったよう

に，フライヤーにとっての民族革命も。近代資本主義下で進行しゆく人間g疎

外化を克服し，人間の自由を実現すべきはずのものであった。そしてその際，

ヴェーバーとフライヤーがともに期待したのは，人間の自発的意志性に支えら

れた政治的なものの存在だった。だからフライヤーは，上述したように，支配

概念をめぐるヴェーバーの議論に現実科学的なものを見出すことにもなるので

ある。

　ところで＜現実科学＞というと，ヴェーバー，フライヤー双方の社会学にお

いて重要な役割を担った概念である。だがその際，それぞれの想定する真なる

現実とは，実は正反対のものであったとさえいえるのかもしれない。フライヤー

にとって真なる現実とは究極的には，へ一ゲル弁証法的な総体性概念に依拠し

たものであった。それに対するにヴェーバーの場合は，へ一ゲル的な主体と客

体の同一性が拒否された上で，両者のあいだのたえざる緊張状態そのものこそ

が，真なる現実だと考えられていた。現実概念のこの違いゆえに，二人の思い

描いていた理想社会（人問の自由）も，おそらくは別な形のもの，すなわちフ

ライヤーの場合は共同体主義的（民族主義的）なもの一咽，ヴェーバーの場合は

個人主義的（自由主義的）なものであったろう。割。

　だからフライヤーは，社会学（社会科学）に対するヴェーバーの価値自由の

要請を批判することになる。というのも，社会学における主体（認識主体たる

社会学者）と客体（認識対象たる社会的現実）のへ一ゲル弁証法的同」性がヴェー

バーにはと’らえられておらず，ゆえに「価値自由な法具■」認識と個人的な良心に

よる価値決定の二元論」（F・・yα1930：2ユ1＝1944：253）にヴェーバーが結局，

陥ってしまっているという点を，フライヤーが問題視したからである（そこで

フライヤーは，ヴェーバーのこの問題を解決するために，へ一ゲル弁証法哲学

とともに，若きマルクスの現実科学的認識態度にあらためて光をあてることに

なるともいえよう）。
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にもかかわらず，その一方でフライヤーは，ヴェーバー社会学自体はあくまで

現実科学的な認識態度によって支えられていたことを説いてもいる。しかもそ

の際，ヴェーバーの価値自由の要詰そのものも実は，現実科学的な認識態度を

堅持していたと，フライヤーは考える。なぜなら，ヴェーバーの価値自由の要

請が・次の二つの点で，「歴史哲学的な，そして倫理的な基盤」（F・・y・・1930：

209＝1944：251）にもとづいていたからだという。

　第一に，ヴェーバーが科学の価値自由を要請するのも，それ（科学の価値自

由）そのものが，ヨーロッパ近代における「悲劇的でありながらも，不可避的

な宿命」たる「合理化の過程の一部分」だという歴史哲学的自覚があってのこ

とだという点である。フライヤーによると，ヴェーバーが価値自由の要請をお

こなったのは，科学を「生活から切り離し，孤立化させるためではなく」，ヨー

ロッパ近代の合理的（目的合理的）な文化においては，ただ「合理的な科学」

だけしか「生活に対する責任」を負うことができないとヴェーバーが考えたか

らである（Freyer1930：208－209＝1944：249－251）。

　第二に，科学が価値判断を下すべきではないといったからといって，そこで

ヴェーバーが真に示そうとしたのは，「人間が，価値問題において浮遊状態を

維持しなければならないということでも，人間がおこなうあらゆる決定が，価

値的に相対的かつ任意的になるということでもない」という点である。フライ

ヤーによると，その証拠に，一人の科学者としてではなく，「自律的な個人の

良心」にもとづいた一人の人間として，「ヴェーバー自身が，なんと力強く，

かっ大胆不敵にも評価を下したことか」。「預言者も，救世主も「そこにはいな

い』」ヨーロッパ近代においては，自らの主観的な価値判断を科学的に証明済

みのもの（客観的なもの）と称することで隠蔽すべきではないというヴェーバー

の「一つの禁欲主義」が，「理論的認識の領域と価値決定の領域を引き裂かせ

たのである」（Freyef1930：208＝1944：250）。とにかくヴェーバーによっては，

「現代の発展傾向を認識するに際しては」，「各個人が，自らの良心や確信，嗜

好，審判などにもとづいて，流れに抗して泳ぐように勧告されている」とさえ

いえよう。だからヴェーバーの価値自由の要請とは，「自律的な個人からその

決断を奪い去る」ことを意図したものではけっしてないのである（F。。y。。1930＝

211＝1944＝253）o
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　職業としての学問にかんするM、ヴェーバーの演説へとっながっていく

諸議論をたどっていけば，彼に対して「生きた」科学という理念を主張する

ような人々が，審美主義や歴史主義にまったく近づいていく（あるいは，両

者の中問にいる）のに対して，価値自由であり，意志目的から切り離された

はずのヴェーバーの科学が，もっとも充実した現実感覚と現代への意識によっ

て，そしてとりわけ職分へのもっとも深き責任意識によって支えられている

という印象を拭い去ることはできない。（F正。y。。1930＝209＝1944＝251）

　ヴェーバーの価値自由という＜価値からの自由＞であるとともに＜価値への

自由＞でもある概念の内実とは，次のことにあったといえよう。すなわち，ヨー

ロッパ近代の社会構造の合理化（脱魔術化）と，その帰結としての客観的（絶

対的）な意味付与の担い手だった宗教秩序の崩壊（F．W．二一チエでいうと

ころの＜神は死んだ＞，ヴェーバーでいうところの＜神々の闘争＞）という非

可逆的な歴史的事実の中に，（価値判断そのものを下すべきか，それとも禁欲

すべきカ）をも含めた）個人の倫理的自由（および責務）の成立という近代的合

理化の積極的側面を，ヴェーバーが見出そうとしたことである。つまりは，

「歴史に対する神の責任」を否定した上での，「人間の歴史に対しては人間が責

任を負う」という，ヴェーバー社会学に秘められた「主体性の倫理」（徳永

1996：213）のことである。そしてフライヤーがヴェーバーの社会学的認識態

度に共鳴したのも，ヴェーバーのこうした「どこまでも自分自身によって支え

られているだけで客観的な支えをもたない態度，自ら責任を負う個人の睡度」

（L6with1932＝1966：67）がためにほかならないのではないだろうかω。なぜな

ら，そこにこそ，市民社会の時代たる現代において，さらにはヴァイマル。ド

イツの社会危機のさなかにあって，フライヤーが求める社会学の真に現実科学

的な認識態度があったからである。

4．おわりに

K．レーヴイットによると，ヴェーバーが，「科学的《社会主義》としての

マルクス主義を攻撃するのは」，マルクス主義が，「その基礎的前提が主観的で

あるにもかかわらず，これをあたかも《客観的な》普遍妥当的なものであるか
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のように一距離をおかずに一説いている」ことをヴェーバーが問題視したため

である。刮（L6wi曲1932＝1966128）。これはもちろん，ヴェーバーがこうしたマ

ルクス主義観を披露した際には，初期マルクス的像が考慮されておらず，基本

的には，後期マルクス・エンゲルス的議論に依拠した同時代の社会民主主義が

念頭におかれていたことによる　（L6with1932＝1966：1ユ7，Mommsen

1974＝1977＝237）。だがこのことは裏を返すと，同時代のマルクス主義に対し

てヴェーバーが抱いた問題意識は，マルクス（少なくとも若き頃の彼）自身か

ら見ても黙りだったかもしれないことを物語っている。

　そしてフライヤーの場合も，たしかに同時代のマルクス主義に対しては批判

的であった。しかしそれは，へ一ゲルの弁証法的パースペクティブに立脚する

ことでマルクスが若き頃より抱き続けできただろう社会変革への意欲というも

のが，当時のドイツの主流派のマルクス主義（社会民主主義）においてはやや

もすると忘れられかねないことに，フライヤーが危惧を抱いたからである（当

時の西欧マルクス主義者たちがまた，そうであったように）。そこでフライヤー

ぽ，既存のマルクス主義に代わって，マルクスの現実科学的認識態度を継承し

うるものとして，あらたに社会学に眼を向けることになる。そしてその際の社

会学的媒介項として，フライヤーが注目することになるのが，ヴェーバー社会

学だったのである。田。レーヴイットは，次のようにいう。皿。

　マルクスもウェーバーも，われわれをとりまいている現実について，真に

現実的な，真に人間的なものを知っていると信じていたから，彼らの科学も

すでに《全体者》に関係するものであった。この全体者は，存在するものす

べてのものの総計ではなく，すべての意義あるものを一つの原理という全体

者に総括したものであり，この原理に基づいてのみ，個々のものの徹底的探

求が可能となるのである。マルクスとウェーバーの両者が本来ひとしくその

意義を見てどり，探求の対象としたところの全体者は，近代的人間世界の問

題性である。そのさい，人問の自由に関する，したがって一般に人問に関す

る一定の理念が彼らを導いた。（L6wi出1932＝ユ966：126．ユ27）

　へ一ゲル弁証法哲学，マルクス社会理論，そしてヴェーバー社会学の中にフ

ライヤーが求めたもの，それは，人間の自由の実現というこの壮大な人類史的
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理念であった。また，そうした理念の下に社会変革への意欲を人はたえず抱き

続けなければならないといことこそが，へ一ゲル弁証法哲学，マルクス社会理

論，そしてヴェーバー社会学の中にフライヤーが見出そうとした現実科学的な

ものの内実だったといえるのではないだろうか。そしてそれこそが社会学の究

極的使命だということがけっして忘れ去られてはならないということ，これが

現実科学という概念をもってしてフライヤーが訴えようとしたことだったので

はないだろうか。
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　　号，147－177．

ωJ．z、ミュラーによると，社会学と政治的（イデオロギー的）行動とを橋渡ししようというr現

　実科学としての社会学』でのフライヤーの試みは，当時のドイツにおいて，アカデミック内での社

　会学の制度化を目指していた年長の社会学者たち（例えばL．V．ヴィーゼなど）には反発を招い

　た．しかし若い社会学者たちや，アカデミックな社会学からしいたげられているようなものたちに

　とっては，魅力なものにうっった。また，フライヤーのその書は，当時の行動主義的知識人たちに

　広く歓迎されたのだが，その際，その影響力は，右翼的なものたちにとどまらず，左翼的な人々

　（例えばH．マルクーゼなど）にもおよんでいた（Mu邊er1987＝180－！85）口

12〕こうした含意が込められっっ，フライヤー社会学（とくにその民族革命論）で重要な役割を演じ

　た概念としては，もう一っ，政治的なものという概念がある。フライヤーによると，「政治的なも

　のが意味するところとは，意志が根源的に自発的であるということであり，深遠なる意味において

　新たな自己形成がたえずなされなければならないということである」（F呵er1934171入

フライヤーの政治的なものという概念には，彼と同じくヴァイマル・ドイツで活躍したC．シュミッ

　トの，決断主義に立脚したその概念との親近性も指摘できよう。フライヤーはいう。ギ政治的な領

　域においては，意志と決断を可能にする人問という主体的存在がどうしても不可欠である」（Fr．y．f

　王935＝56）。ただし，シュミットとフライヤーのあいだには，政治的なものの担い手を一めくって，

　次のようなズレも見られる。つまり，シュミットの場合，それが権威ある唯一の指導者なのに対し

　て，フライヤーの場合のそれは，ドイツ民族・（人民）の個々の人々だという点である。この一つの

　原因としては，敵・味方概念に象徴されるシュミット流の決断主義は結局，へ一ゲル弁証法哲学と

　は相容れぬものだったのに対して，フライヤー社会学（民族革命論）の哲学的根幹にすえられてい

　たのは，へ一ゲル弁証法哲学だったという点に指摘でき．るのではないだろうか（柚木2005b）。
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13〕第一次大戦敗北後の社会危機のさなかにあってヴァイマル・ドイツの知識人たちのあいだには，

　従来の左右のイデオロギー的枠組みでは必ずしもおしはかることのできないような危機意識の共有

　が見られたのではないだろうか．そうした問題意識の下，筆者は，フライヤー社会学（および民族

　革命論）と，GルカーチやMホルクハイマーの西欧マルクス主義的議論との比較考察をおこなっ

　たことがある（柚木2003盆二2003b；2003c二2004）。

ω　マルクーゼは，ユ930年にフライヤーが『現実科学としての社会学」を出版した翌年，その書へ

　の書評を書いでい乱その中でマルクーゼは，「へ一ゲルからマルクスヘの道」（マルクスによるへ一

　ゲル哲学の現実科学化）をフライヤーが的確に描き出しているとも指摘しつつ（M虻・・冨・

　1931／！932＝84－85，88－89），その書が，「社会学をふたたび，もっとも真に哲学的に基礎づけるもの

　である」として，高く評価している（M毘m昌。193王ノ1932：9ユ）。

15〕フライヤーは，へ一ゲル観念論哲学のマルクスによる実在論化の意義をめぐっては次のような点

　にも着目している。つまり．階級闘争が支配という政治的権力をめぐる闘争だという認識（階級闘

　争史観）の下，マルクスによっては，支配という政治的権力が歴史的・社会的過程に対して持つ意

　義が考慮されていたという点である（F舵y・・19301289＝1944：346；1933b：23－24入

㈲　ただし，1930年のr現実科学としての社会学』などでフライヤーがマルクス社会理論への社会

　学的分析をおこなっている時点では，初期マルクスの『経済学・哲学手稿』（ユ844年）はまだ公に

　なっていなかった（それが分とされたのは，1932年のことである）。

17〕ただしE．ユーナーによると，「歴史的ないし弁証法白勺な現実が政治の本質をなす」と考えてい

　たフライヤーからすれば，ヴェーバー社会学における正統的支配の類型化は，過度に形式的で技術

　的なものであった（Uno．1992：80）。

18）モムゼンは，ヴェーバーのこうした「貴族的と言っていいくらいに個人主義的な自由主義」が，

　「価値措定と価値証明こそが一偉大な一人間の主要課題であるとする二一チエの思想と結ひっく」

　（Momm彗㎝王974＝ユ977114）ものであることを指摘する。

19〕佐野誠によると，ヴェーバーの人民投票的指導者民主需1jは，「服従者の承認義務を基盤とする権

　威主義的な真正カリスマ」（古代のもの）とは別形態の現代的なものとして，すなわち，「被支配者

　の自由な選挙を通じて承認されるときにのみ，正当性を持ちうる」r反権威主義的に解釈がえされ

　たカリスマ」として合法性の枠内で構稗されていた（佐野1993：63－65）。

⑩　その際．フライヤーが．民族の政治的意志を歴史的・社会的過程において実在化させるための媒

　介手段として重要視したのは，国家である（柚木2003b1121一ユ25）

Ol〕他方，D、ビーサムが指摘するように，「ヴェーバーの政治的実践の目的」は，「労働者階級をよ

　り広い政治的自我同一性，つまり国民的自覚の中へと融合するのに役立っ諸要因を強化するところ

　にあった」．ヴェーバーが「国民的理想，そして国民の多数の直接的支持によって正当化された指

　導者個人の殺害1」を強調したのは，まさにこの目的のためであった」（B・出且m1974＝19881305Lつ

　まり，ヴェーバーにおいて，r人民投票による指導者」は，その「個人的資質に対する大衆の信頼

　を獲得できるという能力によって，階級や利害集団を超えた一つの政治的基盤を得る」ことができ

　るものであった．そしてそのことはまた，ヴェーバーが「政治自勺なものを経済白勺なものの支配から

　守ろうとした」ことの一つのあらわれでもあった（Boeth且mユ974＝1988＝28ユー282）。

02〕フライヤーは，人間の自由について，次のように語っている。

　人間が自由であるのは，そめ人が，自らの民族の中で自由であるような場合であり，またこの

民族が．その空間の中で自由であるような場合であ乱入間が自由であるのは，その人が，それ

相応の責任をもってその歴史を導いていくような一つの具体的な共通意志の中にあるような場合

である。（Freyef1931b：69－70）
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03　フライヤーは，ヴェーバーの理解社会学に見られる方法論的個人主義を過度に心理主義的（もし

　くは実証主義的）なものとして疑問視しているのだが，その際，ヴェーバーの「方法的な個人主義

　が意図せずして実質的な個人主義へと転化しているように，私〔フライヤー〕には思える」と述べ

　ている（F肥yorユ930＝177＝1944＝214）。

ω　フライヤーは，ヴェーバーめ責任倫理論からの影響もうかがえるような形で，支配にともなう政

　治的倫理の問題について，次のように論じている。r政治的倫理においては」，その「主体がそれ自

　体，倫理的要請の対象になる」．政治的倫理の領域においては，「我というこの特定の人格において，

　個々の場面で，また今この瞬間に，我がなにをなすべきかという間い一この問いに対して，誰であ

　ろうと答えなければならない」（F正ey・・1933b137－38）。

o5〕　rウェーバーとマルクス』のこの引用箇所の直前でレーヴイットは，ヴェーバーの価値自由の要

　誌への考察をおこなっている際，「《価値自帥のテーゼの意味」については，フライヤーの『現

　実科学としての社会学」を参照すべきことを注記している（Lowith1932＝1966＝130）。

o6〕フライヤーは，ヴェーバー社会学の理念型概念についても，次の点を評価してい孔つまり，そ

　れが，一方ではなるほど，形式社会学に類似した方法論的性格を持ちつつも，他方では，近代の合

　理化に対するヴェーバー自身の歴史哲学的パースペクティブにっらぬかれていたという点であ乱

　フライヤーは，この「総合的性格」（Freye・193ユ・：ユ16＝19521！65）ゆえに，ヴェーバーの理念型概

　念に，社会学における構造的分析（普遍的法則の把握）と歴史的分析（一回起的現象の把握）の統

　会への一つの可能性を見出している。

　M．ヴェーバーの体系は，まったく［形式主義的なコ体系を目指しながらも，同時に，現代の

現実とその歴史的前提や発展傾向についての認識を志向した，したがって具体的な社会学を志向

した社会学のもっとも偉大なる例であり，現代のアカデミックな諸体系における唯一の例であ孔

（F即正1930：ユ58・1944：192）

口利1932年に出された『ウェーバーとマルクス」の冒頭でレーヴイットは，「ブルジョア的社会学と，

　プロレタリ了的マルクス主義」という「二つの研究方向の最も重要な代表者は．マックス・ウェー

　バーと，カール・マルクスとであるが，彼らの探求の領域は同一の領域，すなわち，近代の経済お

　よび社会全体の《資本主義的体制》である」とした上で，「ブルジョア的社会学とマルクス主義と

　においてこのように根本的問題が共通であるということは，社会学の最近の研究になるとますます

　はっきり目立っている」とする（L．with王932＝／966＝7）。そしてこの最近の研究の一つの例として

　レーヴイットが挙げるのは，・フライヤーのユ930年の著作『現実科学としての社会学」である

　（Lowith1932・＝19661128）o

凡例

＊弓1用文中の／〕は，筆者による補足である。

＊フライヤーの著作で翻訳書のあるものからの引用は，翻訳書を参照した上での筆者による翻訳である


